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� �青 森 県 報平成18年２月17日 金曜日 第2592号 �� �

平成17年度青森県一般会計補正予算 (専決第３号)

平成17年度青森県一般会計補正予算 (専決第３号) は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,005,000千円を追加し､ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

748,291,862千円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は､ ｢第１表歳入

歳出予算補正｣ による｡

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額
千円

補 正 額
千円

計
千円

５ 地 方 交 付 税 ��������	�� ����


 ������
�	��

１ 地 方 交 付 税 ��������	�� ����


 ������
�	��

９ 国 庫 支 出 金 �����

��	� �
�


 ��	��
��	�

２ 国 庫 補 助 金 	��
��
� �
�


 �
���
��
�

歳 入 合 計 ����������� ����	���� �����
�����

款 項 補正前の額
千円

補 正 額
千円

計
千円

歳 出

８ 土 木 費 ��������
� ��

��


 �����	��
�

２ 道 路 橋 梁 費 �
�	������ ��

��


 ���	������

歳 出 合 計 ����������� ����	���� �����
�����
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青
森
県
告
示
第
百
一
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
二
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
三
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
休
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
四
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た

の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
五
号

次
の
医
療
機
関
の
開
設
者
か
ら
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申
出
の
撤
回
が
あ
っ
た
こ
と
に

青 森 県 報������	�
� �� 第2592号�

名
称
又
は
氏
名

所

在

地

又

は

住

所

廃
止
年
月
日

太
田
耳
鼻
咽
喉
科
医
院

平
井
内
科
医
院

福
士
レ
デ
ィ
ス
ク
リ
ニ
ッ
ク

高
橋
眼
科

ハ
ー
ト
薬
局

八
戸
市
大
字
十
一
日
町
三
八

青
森
市
松
原
三
丁
目
二
の
五

青
森
市
小
柳
三
丁
目
一
の
一

青
森
市
堤
町
二
丁
目
一
の
二
六

青
森
市
栄
町
一
丁
目
三
の
七

平
成
��･

��･

��

��･

��･

��

〃〃��･

�･

�

名
称
又
は
氏
名

所

在

地

又

は

住

所

指
定
年
月
日

つ
る
か
め
歯
科

高
橋
眼
科

福
士
レ
デ
ィ
ス
ク
リ
ニ
ッ
ク

平
井
内
科
医
院

ハ
ー
ト
薬
局

緑
の
森
薬
局
松
島

十
和
田
市
大
字
奥
瀬
字
下
川
目
二
七
の
一

八青
森
市
堤
町
二
丁
目
一
の
二
六

青
森
市
小
柳
三
丁
目
一
の
一

青
森
市
松
原
三
丁
目
二
の
五

青
森
市
栄
町
一
丁
目
三
の
五

五
所
川
原
市
松
島
町
二
丁
目
八
九
の
一
一

平
成
��･

��･

�

��･

�･

�

〃〃��･

�･

�

〃

事

業

者

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

名

称

所

在

地

休

止

年
月
日

社
会
福
祉
法
人
ま

ほ
ろ
ば

八
戸
市
小
中
野
八

丁
目
八
の
八

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
小
中
野

八
戸
市
小
中
野
八

丁
目
八
の
八

平
成

��･

�･

�

氏

名

住

所

施
術
所
の

名

称

施
術
所
の
所
在
地

指

定

年
月
日

工
藤

渉

つ
が
る
市
森
田
町
床

舞
緑
野
一
〇
の
一
七

つ
が
る
整
骨
院

つ
が
る
市
森
田
町
床

舞
緑
野
一
〇
の
一
七

平
成

��･

�･

��

石
岡

喜
信

青
森
市
問
屋
町
一
丁

目
一
八
の
二

ふ
れ
あ
い
心
の

サ
ー
ビ
ス
青
森

営
業
所

青
森
市
問
屋
町
一
丁

目
一
八
の
二

��･

�･

��

� �
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よ
り
、
同
医
療
機
関
は
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条

第
一
項
に
規
定
す
る
救
急
病
院
で
な
く
な
っ
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

平
成
十
八
年
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
六
号

結
核
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号)

第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

指
定
医
療
機
関
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
百

四
十
二
号)

第
二
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
七
号

結
核
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号)

第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法

第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
結
核
予
防
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
百
四
十
二
号)

第
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
八
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
九
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅

介
護
支
援
事
業
者
か
ら
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
八
十

五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成18年２月17日 金曜日 第2592号 �

名

称

所

在

地

平
賀
町
国
民
健
康
保
険
平
賀
病
院

南
津
軽
郡
平
賀
町
大
字
柏
木
町
字
藤
山
四
七
の
一

名

称

所

在

地

指
定
辞
退

年

月

日

ハ
ー
ト
薬
局

有
限
会
社
城
南
薬
局

青
森
市
栄
町
一
丁
目
三
の
七

弘
前
市
大
字
城
南
三
丁
目
一
三
の
二
六

平
成
��･
�･

�

��･
�･
��

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

ハ
ー
ト
薬
局

緑
の
森
薬
局
松
島

ゆ
り
の
木
薬
局
ぬ
か
づ
か

店

青
森
市
栄
町
一
丁
目
三
の
七

五
所
川
原
市
松
島
町
二
丁
目
八
九
の
一
一

八
戸
市
大
字
糠
塚
字
下
道
七
の
二
七

平
成
��･

�･

�

��･

�･

��

��･

�･

�

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
桐
栄
会

青
森
市
浪
岡
大
字

樽
沢
字
村
元
三
三

〇
の
七

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
い
こ
い

南
津
軽
郡
藤
崎
町

大
字
水
木
字
浅
田

九
五

平
成

��

･

�･

�

社
会
福
祉
法

人
七
峰
会

弘
前
市
大
字
下
白

銀
町
二
一
の
八

通
所
介
護

認
知
症
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
じ
ょ

い

弘
前
市
大
字
高
杉

字
尾
上
山
三
四
六

の
二

〃

� �
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青
森
県
告
示
第
百
十
号

家
畜
改
良
増
殖
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号)

第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
種

畜
の
地
方
の
臨
時
検
査
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
規
則

(

昭
和
二
十

五
年
農
林
省
令
第
九
十
六
号)

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

検
査
家
畜
の
種
類

種
付
又
は
家
畜
人
工
授
精
用
精
液
採
取
の
用
に
供
す
る
馬

二

検
査
期
日
及
び
検
査
場
所

青
森
県
告
示
第
百
十
一
号

次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
に
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百

四
十
九
号)

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

青
森
市
大
字
横
内
字
八
重
菊
五
六

二

保
安
林
指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
青
森
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
百
十
二
号

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
二
十
条
の
規

定
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

平
成
十
八
年
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

起
業
者
の
名
称

十
和
田
市

二

事
業
の
種
類

野
外
芸
術
文
化
ゾ
ー
ン
整
備
事
業

(
(

仮
称)

ア
ー
ト
セ
ン
タ
ー
建
設
工
事)

三

起
業
地

１

収
用
の
部
分

青
森
県
十
和
田
市
西
二
番
町
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し

青 森 県 報������	�
� �� 第2592号�

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

有
限
会
社

ウ
イ
ン
グ

五
所
川
原
市
字
烏

森
四
五
の
一

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

ほ
ほ
え
み

五
所
川
原
市
字
烏

森
四
五
の
一

平
成

��

･

�･

��

検

査

期

日

検

査

場

所

平
成
一
八
・
三
・
一
五

八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
蛇
ノ
沢
一
一

山
内
牧
場
畜
舎

〃

八
戸
市
南
郷
区
大
字
島
守
字
山
田
六
の
一

滝
沢
牧
場
畜
舎

〃

三
沢
市
谷
地
頭
二
丁
目
一
四
七
の
二

織
笠
牧
場
畜
舎

� �



� �

四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

１

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件

本
件
事
業
は
、
十
和
田
市
に
お
け
る
文
化
芸
術
の
振
興
、
街
並
み
・
住
宅
の
整
備
、
観
光
の

振
興
等
の
施
策
の
一
環
と
し
て
、
新
た
に
美
術
館
を
建
設
す
る
も
の
で
あ
り
、
法
第
三
条
第
三

十
二
号
に
掲
げ
る

｢

地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
公
園
、
緑
地
、
広
場
、
運
動
場
、
墓
地
、
市

場
そ
の
他
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設｣

に
関
す
る
事
業
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
た
め
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

２

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件

起
業
者
は
、
本
件
事
業
を
、
文
化
芸
術
の
振
興
、
街
並
み
・
住
宅
の
整
備
、
観
光
の
振
興
等

の
施
策
に
関
す
る
実
施
計
画
と
し
て
平
成
十
七
年
三
月
に
策
定
さ
れ
た

｢

野
外
芸
術
文
化
ゾ
ー

ン
基
本
計
画｣

(

以
下

｢

当
基
本
計
画｣

と
い
う
。)

に
お
け
る
事
業
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ

け
、
か
つ
、
既
に
財
源
措
置
を
講
じ
て
お
り
、
十
分
な
意
思
と
能
力
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

３

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件

近
年
、
文
化
芸
術
は
、
人
々
の
創
造
性
を
は
ぐ
く
み
、
そ
の
表
現
力
を
高
め
る
と
と
も
に
、

人
々
の
心
の
つ
な
が
り
や
相
互
に
理
解
し
尊
重
し
合
う
土
壌
を
提
供
し
、
多
様
性
を
受
け
入
れ

る
こ
と
が
で
き
る
心
豊
か
な
社
会
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
が
固
有
の
意
義
と
価

値
を
有
す
る
と
と
も
に
、
文
化
的
な
伝
統
を
尊
重
す
る
心
を
育
て
る
た
め
に
欠
く
こ
と
が
で
き

な
い
重
要
な
要
素
と
し
て
見
直
さ
れ
て
い
る
。

文
化
芸
術
振
興
基
本
法

(

平
成
十
三
年
法
律
第
百
四
十
八
号)

第
四
条
に
お
い
て
も
、
地
方

公
共
団
体
は
、
文
化
芸
術
の
振
興
に
関
し
、
自
主
的
か
つ
主
体
的
に
、
そ
の
地
域
の
特
性
に
応

じ
た
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
旨
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
、
十
和
田
市
に
お
い
て
も
心
豊
か
な
文
化
の
香
り
高
い
ま
ち
づ
く
り
に
向
け

て
、
優
れ
た
文
化
芸
術
に
ふ
れ
る
機
会
や
創
作
活
動
の
体
験
・
発
表
機
会
の
充
実
等
を
図
る
文

化
芸
術
の
振
興
を
施
策
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
現
在
、
十
和
田

市
に
お
け
る
芸
術
文
化
に
関
す
る
専
用
施
設
は
未
整
備
の
状
況
に
あ
る
。

ま
た
、
十
和
田
市
の
中
心
市
街
地
は
、
幕
末
の
安
政
二
年
に
新
渡
戸
傅
が
長
男
十
次
郎
と
と

も
に

｢

無
益
の
原
野｣

と
い
わ
れ
た
三
本
木
原
の
開
拓
に
着
手
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
り
、
格
子

状
に
整
然
と
区
画
さ
れ
た
そ
の
街
並
み
の
建
設
は
札
幌
よ
り
も
早
く
、
近
代
都
市
計
画
の
ル
ー

ツ
と
呼
ば
れ
、
そ
の
中
心
に
は
、
官
公
庁
、
商
業
、
金
融
、
情
報
機
能
が
集
積
し
、
市
民
や
圏

域
住
民
の
生
活
の
拠
点
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た｢

官
庁
街
通
り｣

が
あ
る
。｢

官

庁
街
通
り｣

は
、
桜
や
松
並
木
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
相
ま
っ
て
特
徴
あ
る
美
し
い
景
観
を
誇
り
、

｢

日
本
の
道
百
選｣

に
も
選
定
さ
れ
た
十
和
田
市
の
シ
ン
ボ
ル
ロ
ー
ド
と
し
て
重
要
な
観
光
資

源
で
あ
る
と
と
も
に
、
地
域
の
祭
り
や
イ
ベ
ン
ト
等
の
会
場
、
散
策
の
場
と
し
て
市
民
に
親
し

ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
近
年
の
国
の
省
庁
再
編
に
よ
る
事
務
所
の
閉
鎖
や
合
同
庁
舎

新
設
に
伴
う
出
先
機
関
の
転
居
等
に
よ
り
空
き
地
が
増
加
し
、
シ
ン
ボ
ル
ロ
ー
ド
と
し
て
の
景

観
を
損
な
い
は
じ
め
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
十
和
田
市
の
中
心
市
街
地
は
、
モ
ー
タ

リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
に
よ
る
生
活
行
動
の
広
域
化
、
郊
外
型
大
型
小
売
店
舗
の
立
地
の
影
響

に
加
え
て
、
近
年
の
景
気
の
低
迷
が
重
な
り
、
そ
の
活
力
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
状
況
に
あ
る
。

十
和
田
市
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
処
す
る
た
め
、
平
成
十
七
年
三
月
に
当
基
本
計
画
を

文
化
芸
術
の
振
興
、
街
並
み
・
住
宅
の
整
備
、
観
光
の
振
興
等
の
施
策
に
関
す
る
実
施
計
画
と

し
て
策
定
し
た
。

当
基
本
計
画
は
、｢

官
庁
街
通
り｣

を

｢

野
外
芸
術
文
化
ゾ
ー
ン｣

と
し
て
ひ
と
つ
の

｢

美

術
館｣

の
よ
う
に
見
立
て
て
、
通
り
や
空
き
地
に
ア
ー
ト
作
品
を
展
示
し
、
芸
術
文
化
の
鑑
賞
・

体
験
・
創
造
空
間
の
場
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
の
芸
術
文
化
の
振
興
、｢

官
庁
街
通
り｣

の
景
観
保
全
、
中
心
市
街
地
の
活
性
化
等
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
件
事
業
は
、
当
基
本
計
画
に
基
づ
き
、
芸
術
文
化
作
品
の
鑑
賞
・
体
験
す
る
場
を
提
供
し
、

市
民
の
さ
ま
ざ
ま
な
芸
術
文
化
活
動
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
で
、
地
域
の
芸
術
文
化
の
振
興
を

図
り
、
ま
た
、
芸
術
文
化
活
動
を
通
し
て
市
民
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
誘
発
す
る
こ
と
で
、

街
の
賑
わ
い
を
取
り
戻
し
、｢

官
庁
街
通
り｣

を
人
が
集
う
、
さ
ら
に
魅
力
的
な
場
と
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
、
野
外
芸
術
文
化
ゾ
ー
ン
の
拠
点
施
設
と
な
る
美
術
館

｢
(

仮
称)

ア
ー
ト

セ
ン
タ
ー｣

(

以
下

｢

本
件
施
設｣

と
い
う
。)

を
建
設
す
る
事
業
で
あ
る
。

本
件
事
業
が
完
成
す
れ
ば
、
十
和
田
市
の
重
要
な
観
光
資
源
で
あ
り
、
市
民
の
誇
り
で
も
あ

る

｢

官
庁
街
通
り｣

の
景
観
保
全
に
寄
与
す
る
ほ
か
、
市
民
生
活
に
芸
術
文
化
の
も
つ
う
る
お

い
や
ゆ
と
り
と
い
っ
た
心
の
豊
か
さ
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
ア
ー

ト
作
品
を
通
じ
多
種
多
様
な
表
現
形
態
に
接
す
る
機
会
が
増
え
る
こ
と
で
、
世
界
の
多
種
多
様

な
文
化
、
考
え
方
を
感
じ
、
学
ぶ
こ
と
が
で
き
、
市
民
の
文
化
資
質
の
向
上
や
知
的
好
奇
心
の

刺
激
や
充
足
、
特
に
子
供
達
に
と
っ
て
は
、
創
作
活
動
等
の
実
体
験
や
経
験
を
通
じ
た
芸
術
文

化
面
で
の
教
育
的
効
果
が
期
待
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
芸
術
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
を

通
じ
、
新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
や
既
存
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
強
化
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
地
域
活
動
が
活
性
化
さ
れ
、
ひ
い
て
は
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
も
資
す
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
る
な
ど
、
本
件
事
業
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
存
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

一
方
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
と
し
て
、
周
辺
地
域
に
対
す
る
工
事
中
の

騒
音
・
振
動
、
供
用
後
の
騒
音
・
日
照
・
施
設
利
用
者
の
車
両
に
よ
る
交
通
の
影
響
が
考
え
ら
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れ
る
。
起
業
者
は
、
工
事
施
工
中
の
騒
音
・
振
動
に
関
し
て
は
、
低
騒
音
型
・
排
出
ガ
ス
対
策

型
の
重
機
を
使
用
す
る
こ
と
と
し
、
供
用
後
に
は
施
設
駐
車
場
利
用
者
に
対
し
て
ア
イ
ド
リ
ン

グ
ス
ト
ッ
プ
に
つ
い
て
の
理
解
と
協
力
を
求
め
る
対
策
を
講
じ
る
等
、
本
件
施
設
の
適
正
な
管

理
運
営
に
努
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
件
施
設
の
利
用
に
伴
う
交
通
の
影
響
に
つ
い

て
は
、
周
辺
の
道
路
網
が
格
子
状
に
整
備
さ
れ
、
本
件
施
設
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
集
中
し
な
い
こ

と
、
周
辺
に
は
、
大
型
バ
ス
が
駐
車
可
能
な
駐
車
場
が
点
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
交
通
渋
滞

が
生
じ
る
可
能
性
は
低
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
日
照
に
関
し
て
は
、
建
築
基
準
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

の
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
施
設
は
、
周
辺
地
域
に
対
す
る
騒
音
・
日
照
・
交
通
渋
滞
の
影
響

を
最
小
限
に
止
め
る
よ
う
配
慮
さ
れ
て
お
り
、
影
響
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
周
辺
の
自
然
環
境
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
本
件
事
業
は
、
環
境
影
響
評
価
法

(

平

成
九
年
法
律
第
八
十
一
号)

及
び
青
森
県
環
境
影
響
評
価
条
例

(

平
成
十
一
年
十
二
月
青
森
県

条
例
第
五
十
六
号)

に
よ
り
環
境
影
響
評
価
が
義
務
付
け
ら
れ
た
事
業
に
は
該
当
し
な
い
。
さ

ら
に
、
史
跡
・
文
化
財
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
文
化
財
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
十
四
号)

に
よ
る
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
の
存
否
に
つ
い
て
、
起
業
者
が
十
和
田
市
教
育
委
員

会
に
確
認
調
査
を
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、
同
委
員
会
か
ら
本
件
事
業
地
内
に
は
埋
蔵
文
化
財
包
蔵

地
が
存
し
な
い
と
の
回
答
を
得
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
。本

件
事
業
の
事
業
計
画
の
合
理
性
に
つ
い
て
は
、
本
件
事
業
が
、
当
基
本
計
画
に
基
づ
き
、

敷
地
を
含
め
た
建
物
全
体
そ
の
も
の
が
ア
ー
ト
作
品
と
し
て
機
能
す
る
、
野
外
芸
術
文
化
ゾ
ー

ン
の
拠
点
施
設
と
な
る
美
術
館

｢
(

仮
称)

ア
ー
ト
セ
ン
タ
ー｣

を
建
設
す
る
事
業
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
起
業
地
の
選
定
位
置
に
つ
い
て
は
、

ア

野
外
芸
術
文
化
ゾ
ー
ン
と
し
て
整
備
す
る
シ
ン
ボ
ル
ロ
ー
ド

｢

官
庁
街
通
り｣

に
面
す
る

こ
と
。

イ

必
要
な
用
地
面
積
が
確
保
で
き
、
経
済
的
で
あ
る
こ
と
。

ウ

支
障
物
件
が
少
な
く
、
地
域
住
民
に
与
え
る
影
響
が
少
な
い
こ
と
。

等
を
基
本
条
件
と
し
、
官
庁
街
通
り
南
側
案

十
和
田
市
西
三
番
町
地
内

(

以
下

｢

第
一
候
補

地｣

と
い
う
。)

、
官
庁
街
通
り
北
側
案

十
和
田
市
西
二
番
町
地
内(

以
下｢

第
二
候
補
地｣

と
い
う
。)

の
二
案
の
候
補
地
を
検
討
し
て
い
る
。

こ
の
二
案
の
検
討
に
お
い
て
、
第
一
候
補
地
は
、
一
部
用
地
取
得
済
み
で
あ
る
が
、
十
和
田

市
郷
土
館
、
十
和
田
広
域
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
及
び
こ
れ
ら
利
用
者
の
駐
車
場
等
の
移
転

が
必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
社
会
的
、
経
済
的
に
劣
っ
て
い
る
。
ま
た
、
本
件
施
設
が
機
能
す

る
た
め
の
必
要
面
積
が
確
保
で
き
な
い
た
め
機
能
的
に
劣
っ
て
い
る
。
第
二
候
補
地
は
、
更
地

で
あ
る
た
め
社
会
的
、
経
済
的
に
優
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
件
施
設
が
機
能
す
る
た
め
の
必
要

用
地
面
積
が
確
保
で
き
、
施
設
正
面
が
南
向
き
と
な
る
こ
と
か
ら
機
能
的
に
優
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
本
件
申
請
案
で
あ
る
第
二
候
補
地
は
、
第
一
候
補
地
よ
り
も
社
会
的
、
機
能
的
、

経
済
的
に
優
れ
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と
失
わ
れ
る
利
益
を
比
較
考

量
し
た
結
果
、
本
件
事
業
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認

め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
本
件
事
業
の
起
業
地
は
他
の
候
補
地
と
比
較
し
て
最
も
適
切
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
判

断
さ
れ
る
。

４

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件

起
業
者
で
あ
る
十
和
田
市
は
、
多
様
性
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
心
豊
か
な
社
会
を
形

成
す
る
た
め
に
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
要
素
で
あ
る
文
化
芸
術
の
振
興
、
十
和
田
市
の
重
要
な

観
光
資
源
で
あ
り
、
市
民
の
誇
り
で
も
あ
る

｢

官
庁
街
通
り｣

の
景
観
保
全
、
十
和
田
市
の
生

ま
れ
た
歴
史
を
象
徴
し
、
ま
ち
の

｢

顔｣

で
も
あ
る
中
心
市
街
地
の
活
性
化
等
へ
の
取
り
組
み

に
つ
い
て
求
め
ら
れ
て
お
り
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
文
化
的
、
社
会
的
効
果
は

で
き
る
限
り
早
期
に
発
現
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
本
件
事
業
に
求
め
ら
れ
て
い
る
役
割
を
実
現

す
る
た
め
に
必
要
な
最
小
限
の
範
囲
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
収
用
の
範
囲
は
、
本
件
事
業
に
よ
り

恒
久
的
に
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
収
用
の
手
段
を
講
じ
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
は
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

五

法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
図
書
の
縦
覧
場
所

十
和
田
市
役
所
企
画
財
政
部
企
画
調
整
課

公

告

青 森 県 報������	�
� �� 第2592号
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特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
の
名
称
及
び
数
量

シ
ン
チ
カ
メ
ラ
装
置

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
立
中
央
病
院
管
理
調
達
課

青
森
市
東
造
道
二
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
七
年
十
二
月
八
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
八
甲
メ
デ
ィ
カ
ル

青
森
市
自
由
ヶ
丘
二
丁
目
二
〇
の
四
〇

六

契
約
金
額

一
億
二
千
六
百
万
円

七

随
意
契
約
の
理
由

一
般
競
争
入
札
に
付
し
た
と
こ
ろ
落
札
者
が
な
く
、
再
度
の
入
札
に
付
し
て
も
落
札
者
が
な
い

た
め
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第

六
号
の
規
定
を
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
を
も
っ
て
見
積
り
し
た
者
を
契
約
の
相
手
方
と
し
た
も
の

で
あ
る
。

九

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
十
七
年
十
月
七
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
オ
ン
下
田
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

上
北
郡
下
田
町
字
中
野
平
四
〇
の
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

下
田
タ
ウ
ン
株
式
会
社

上
北
郡
下
田
町
字
中
下
田
一
三
五
の
二

代
表
取
締
役

羽
間
和
彦

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

四

届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
二
月
八
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
下
田
町
役
場

２

期
間

平
成
十
八
年
二
月
十
七
日
か
ら
同
年
六
月
十
七
日
ま
で

３

時
間

青 森 県 報平成18年２月17日 金曜日 第2592号 �

変

更

前

変

更

後

変
更
年
月
日

株
式
会
社
ケ
イ
ニ
ー
ノ

青
森
市
新
町
二
丁
目
二
の
一

代
表
取
締
役

清
野
守

削
除

平
成��・

�・
��

ジ
ャ
ス
フ
ォ
ー
ト
株
式
会
社

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
二
丁
目

六代
表
取
締
役

本
田
進

ス
ナ
ッ
プ
ス
販
売
株
式
会
社

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
二
丁
目

六代
表
取
締
役

小
松
治
夫

名
称
の
変
更

��・
��・

�

代
表
者
の
変
更

��・

�・
��

� �



� �

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
下
田
町
役
場
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
八
年
六
月
十
七
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報������	�
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開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及

び
氏
名

(

名
称)

つ
が
る
市
木
造
朝
日
一
二
の
二
、
一
三
の
一

及
び
一
三
の
二
二
、
木
造
朝
日
一
二
の
二
地

先

宮
城
県
岩
沼
市
下
野
郷
字
新
南
長
沼
一
の
二

株
式
会
社
ヰ
セ
キ
東
北

� �
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


